
議
第
八
十
三
号

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
元
年
六
月
十
一
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
一
の
表
談
話
室
の
部
を
削
り
、
同
表
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
部
第
一
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
項
中

「
第
一
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
」
を
「
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
」
に
改
め
、
同
部
第
二
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
一

及
び
第
二
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
二
の
項
並
び
に
同
表
第
一
研
究
開
発
室
、
第
二
研
究
開
発
室
及
び
第
三
研
究
開

発
室
の
部
、
映
像
編
集
室
の
部
及
び
媒
体
変
換
室
の
部
を
削
る
。

別
表
二
の
表
第
一
小
会
議
室
、
第
二
小
会
議
室
及
び
第
三
小
会
議
室
の
項
を
削
る
。

「

第
一
実
習
室
及
び
第
二
実
習
室

一
〇
、
五
〇
〇

一
二
、
七
〇
〇

一
四
、
九
〇
〇

二
〇
、
九
〇
〇

二
四
、
八
〇
〇

室習

第
三
実
習
室

八
、
〇
〇
〇

九
、
七
〇
〇

一
一
、
三
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

一
八
、
九
〇
〇

実

第
四
実
習
室

九
、
九
〇
〇

一
二
、
一
〇
〇

一
四
、
三
〇
〇

一
九
、
八
〇
〇

二
三
、
七
〇
〇

別
表
三
の
表
中

第
一
研
修
室

一
〇
、
四
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

一
四
、
八
〇
〇

二
〇
、
七
〇
〇

二
四
、
七
〇
〇

室修

第
二
研
修
室

九
、
八
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

一
四
、
二
〇
〇

一
九
、
六
〇
〇

二
三
、
六
〇
〇

研

第
三
研
修
室

二
、
三
〇
〇

三
、
一
〇
〇

三
、
九
〇
〇

四
、
九
〇
〇

六
、
二
〇
〇

三
二
、
四
〇
〇
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二
四
、
七
〇
〇

「

実
習
室

一
〇
、
五
〇
〇

一
二
、
七
〇
〇

一
四
、
九
〇
〇

二
〇
、
九
〇
〇

二
四
、
八
〇
〇

三
〇
、
八
〇
〇

を

室

第
一
研
修
室

一
〇
、
四
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

一
四
、
八
〇
〇

二
〇
、
七
〇
〇

二
四
、
七
〇
〇

三
二
、
一
〇
〇

修研

第
二
研
修
室

二
、
三
〇
〇

三
、
一
〇
〇

三
、
九
〇
〇

四
、
九
〇
〇

六
、
二
〇
〇

三
〇
、
六
〇
〇

七
、
九
〇
〇

」

三
二
、
四
〇
〇

三
二
、
一
〇
〇

に
改
め
る
。

七
、
九
〇
〇

」

別
表
四
の
表
会
議
室
の
部
を
削
る
。

別
表
備
考
第
二
号
中
「
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
」
を
「
額
は
、
一
の
表
大
ホ
ー
ル
の
部
又
は
小
ホ
ー
ル
の

部
」
に
改
め
、
「
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
額
」
を
削
り
、
同
表
備
考
第
三
号
中
「
利
用

時
間
区
分
以
外
の
時
間
に
」
を
「
こ
れ
ら
の
表
の
金
額
の
欄
に
規
定
す
る
時
間
帯
（
以
下
「
時
間
帯
区
分
」
と
い

う
。
）
以
外
の
時
間
帯
を
」
に
、
「
利
用
料
金
の
額
は
」
を
「
額
は
」
に
、
「
の
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
利
用
時
間
区
分
」
を
「
時
間
帯
区
分
」
に
、
「
そ

の
端
数
」
を
「
こ
れ
」
に
、
「
こ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
、
「
区
分
に
」
を
「
欄
に
」
に
改
め
、
「
の
範
囲
内

で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
額
」
を
削
り
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
利
用
時
間
区
分
」
を
「
時
間
帯
区

分
」
に
、
「
こ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
、
「
区
分
に
」
を
「
欄
に
」
に
改
め
、
「
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が

定
め
る
利
用
料
金
の
額
」
を
削
り
、
同
表
備
考
第
四
号
中
「
利
用
料
金
の
額
が
一
時
間
当
た
り
の
額
」
を
「
一
時

間
当
た
り
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
当
該
」
を
「
額
に
つ
い
て
は
、
」
に
、
「
そ
の
端
数
」
を
「
こ
れ
」
に
改

め
、
「
す
る
」
の
下
に
「
も
の
と
す
る
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
五
号
中
「
利
用
料
金
の
」
を
削
り
、
「
そ
の
端

数
」
を
「
こ
れ
」
に
改
め
、
「
す
る
」
の
下
に
「
も
の
と
す
る
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
六
号
中
「
利
用
料
金
の

額
が
月
額
」
を
「
一
月
当
た
り
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
当
該
」
を
「
額
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
、
「
す
る
」

の
下
に
「
も
の
と
す
る
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
七
号
中
「
利
用
料
金
の
」
を
「
第
三
号
及
び
前
号
の
規
定
に
よ

り
算
定
し
た
」
に
、
「
十
円
未
満
を
」
を
「
こ
れ
を
」
に
改
め
、
「
す
る
」
の
下
に
「
も
の
と
す
る
」
を
加
え
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る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

説

明

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
の
施
設
の
一
部
を
廃
止
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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